
 

 

ライフスタイル・マネジメント・サービス 約款 

 
 

申込者は、当約款を承諾の上、リバティーコーチング株式会社（以下「当社」といいます）が提供するライフ

スタイル・マネジメント・サービス（以下「本サービス」といいます）に申し込みます。以下の内容に同意の

上、申込フォームに必要事項を記入し、お申込みください。 

 

第1条（申込の成立） 

本サービスの申込は、以下をもって正式に成立するものとします。 

・ 所定の申込フォームへの登録  

・ 内容確認および当社による承諾  

・ 所定金額の着金確認（銀行振込またはPayPal支払）  

着金日をもって、申込日とみなします。申込フォームに不備があり再登録となった場合、既に着金している場

合には着金日に遡って効力を有します。 

 

第2条（クーリングオフの非適用） 

本サービスにはクーリングオフの適用はありません。申込後の契約解除は原則できかねますので、あらかじめ

ご了承ください。 

 

第3条（受講者の範囲） 

本サービスの利用者は申込者本人に限られます。第三者への譲渡または代理による受講は認められません。 

 

第4条（守秘義務） 

本サービスの申込者と提供者（コーチ・カウンセラー・インストラクター・臨床心理士・オルゴール療法士等

を含む）は、提供の過程で知り得た申込者の秘密情報（公開情報を除く）に対して守秘義務を負います。 

 

第5条（料金および支払方法） 

１. 料金は、当社指定口座への銀行振込、またはPayPal（オンライン決済）にてお支払いいただきます。  

２. 振込名義が申込者と異なる場合は、事前にその旨をご連絡ください。  

３. 振込・決済にかかる手数料は申込者のご負担となります。  

 

第6条（受講日程の変更） 

受講日程の変更は、申込者・提供者双方の合意の上、原則として受講予定日の2日前まで連絡するものとしま

す。 

 

第7条（免責事項） 

本サービスは申込者の自己責任において受講いただくものであり、当社および本サービスの提供者はその成

果・効果等について一切の保証を行わず、またそれに関する責任も負いません。 

 

第8条（契約解除） 

申込者に以下の事由が生じた場合、当社は勧告の上、本契約を解除することができます。 

１. 所定期日までに料金の支払がない場合  

２. 申込時の情報に虚偽が判明した場合  

解除の際、既に支払済の料金の返金はいたしません。また、当社に損害が生じた場合には、損害賠償請求を行

う場合があります。 

 

第9条（準拠法および管轄） 

１. 本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。  

２. 本契約に基づく業務は、日本法を準拠法とし、日本語による意思表示により行われます。  

 

第10条（その他） 

本約款に定めのない事項については、当社と申込者が誠実に協議し、個別に定めるものとします。 

 

2025年4月1日 

リバティーコーチング株式会社 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目1番9号 Yazawaビル4階 

Tel: 03-4363-7752 

Email:info@libertycoaching.jp 


